
1/16（月）第6回協議会質疑時のご意見等

1 P4-5 　社会福祉法（抜粋）
　可能な範囲で調整いたしました。

　【修正】　フォント　9　→　10　へ拡大

2 P55 　サンクスフォーラムの参加人数

　ご意見を原課に伝え、目標値について再協議・調整を行
い、「コロナ禍前のH30度実績　272人+α」の300人とした。

　【修正】　目標値　450人　→　300人　へ変更

3
計画書
全体

　掲載イラスト

　ご意見を踏まえ、「男女共同参画の視点からの表現のガ
イドライン」を参考に、イラストの差替えや削除を行いまし
た。

　【修正箇所等】　P26、47、49、62、69、72、76

　社会福祉法の文字フォントが小さいのではないか。

　サンクスフォーラム参加人数の計画目標値について、前期
計画の同数の目標値であるが、講演に著名な方を呼んだこ
ともあり、非常に高い数値となっていた。現在の状況を考える
と厳しい目標値と感じる。

　イラストについては、男女共同参画の視点等に立ったもの
へ、修正を検討してほしい。
　重複するイラストの使用は避けてほしい。
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(４)第３期飯塚市地域福祉計画策定に向けて 

本市では、平成 20年(2008年)に「第１期飯塚市地域福祉計画」を策定して以降、「お互いを尊

重し、支えあい、助け合う協働の地域づくり～誰もが安心して暮らせるまち いいづか～」を目

指し、「第２期飯塚市地域福祉計画」を平成 25 年(2013 年)に策定し、市民と行政が協働して地

域福祉の向上に取り組んできました。 

しかしながら、地域の中で生じる課題が多様化・複雑化し、公的サービスをはじめ、各機関の

個別支援だけでは解決が困難なケースが増加するなど、行政と市民がそれぞれの役割を果たし、

支え合うしくみをつくる地域福祉の重要性が、より一層高まってきています。 

そのような状況を踏まえ、「第３期飯塚市地域福祉計画」(以下、「本計画」という。)では、

現在までの基本理念を引き継ぎ、すべての市民を対象とする地域福祉体制を確立し、「地域共生

社会」の実現を目指すものとして策定することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(地域福祉の推進) 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実

現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」

という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を

営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努

めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福

祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の

軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とす

る地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる

分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生

活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図る

よう特に留意するものとする。 

 

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務) 

第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事

業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービ

スの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福

祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、

労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければなら

ない。 

３ 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支

援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑

に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 

 

(包括的な支援体制の整備) 

第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた

次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉
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の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を

整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流

を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進す

るために必要な環境の整備に関する施策 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策 

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関

係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的か

つ計画的に行う体制の整備に関する施策 

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に

関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

 

(市町村地域福祉計画) 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地

域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映

させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるととも

に、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

 

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会) 

第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事

業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的

とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内

における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都

市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が

参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

２ 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百

五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域

福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する

者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を

経営する者の過半数が参加するものとする。 

３ 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区

域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。 

４ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込

まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。 

５ 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役

員の総数の五分の一を超えてはならない。 

６ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉

に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 
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